
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケット交換データの誤り制御を行う方法であって、少なくとも第１部分と第２部分が
パケットから分離され、かつ受信データで検出された誤りが検査される前記方法において
、
　誤りの状況で前記第１部分と第２部分の処理に適用する条件を接続設定期間中に選択す
るステップと、
　受信した前記第１部分及び／又は第２部分で検出された誤りに応じて、前記条件が、該
第１部分及び／又は第２部分を上位プロトコル層に伝送することを許すかどうかをチェッ
クするステップと、
　伝送を許可する前記条件に応じて、前記上位プロトコル層に前記第１部分及び／又は第
２部分の伝送を行うステップと，を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１部分はヘッダフィールドから成り、前記第２部分はペイロードから成ることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ヘッダフィールドは、前記条件がそのヘッダフィールの、上位層への伝送を止めた
としても、圧縮に使用されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１部分と第２部分は伝送すべきＩＰデータパケットから分離され、かつ該第１部

10

20

JP 3892811 B2 2007.3.14



分と第２部分は別個の論理接続で伝送されることを特徴とする請求項１～３の何れか一項
に記載の方法。
【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　前記伝送すべきパケットの前記第１部分及び／又は第２部分で検出された誤りを前記上
位層へ知らせるステップをさらに有することを特徴とする請求項１～ の何れか一項に記
載の方法。
【請求項８】
　物理層で受信した、前記第１部分と第２部分を含むデータユニットについて誤り検査を
行うステップと、
　誤ったデータユニットに誤り表示を付加するステップと、
　前記データユニットが前記条件を満たすかどうかをチェックするステップと、をさらに
有することを特徴とする請求項１～ の何れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　無線リソース制御プロトコルＲＲＣが無線リソースの管理のために使用される請求項１
～ の何れか一項に記載の方法において、
　パケット無線ネットワークと移動局の間のＲＲＣシグナリングにより前記 を決定す
るステップと、
　ＰＤＣＰエンティティ又はＲＬＣエンティティのようなデータリンクエンティティに前
記チェックを行うように構成するステップと、をさらに有する方法。
【請求項１０】
　パケットデータコンバージェンスプロトコル層のＰＤＣＰエンティティが前記第１部分
及び／又は第２部分を分離し、またそれらを合成する責任を負い及び
　１つの及び同じパケットの前記第１部分及び／又は第２部分が誤ったという表示に応じ
て、前記条件がチェックされることを特徴とする請求項１～ の何れか一項に記載の方法
。
【請求項１１】
　受信パケット交換データで検出された誤りを検査するように構成されかつ少なくとも第
１部分と第２部分がパケットから分離されるパケット無線システムにおいて、
　前記パケット無線システムは、少なくとも前記第１部分と第２部分で検出された誤りを
処理する条件を接続設定期間中に選択するように構成され、
　前記パケット無線システムは、受信した前記第１部分及び／又は第２部分で検出された
誤りに応じて、前記条件が、該第１部分及び／又は第２部分を上位プロトコル層に伝送す
ることを許すかどうかをチェックするように構成され及び
　前記パケット無線システムは、伝送を許可する前記条件に応じて、前記第１部分及び／
又は第２部分を上位プロトコル層に伝送するように構成されることを特徴とするパケット
無線システム。
【請求項１２】
　前記第１部分はヘッダフィールドから成り、前記第２部分はペイロードから成ることを
特徴とする請求項１１に記載のパケット無線システム。
【請求項１３】
　前記パケット無線システムは、伝送すべきＩＰパケットから前記第１部分と第２部分を
分離するように構成され及び
　前記パケット無線システムは、別個の論理接続で前記第１部分と第２部分を伝送するよ
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無線リンク制御層のＲＬＣエンティティによって前記論理接続が処理され及び誤ったデ
ータを上位層に伝送すべきかどうかを指示する命令を前記ＲＬＣエンティティに与えるこ
とを特徴とする請求項４に記載の方法。

さまざまな条件が、前記論理接続を提供するネットワーク構成要素よりも前記移動局に
適用されることを特徴とする請求項４または５に記載の方法。

６

７

８
条件

９



うに構成されることを特徴とする請求項１１又は１２に記載のパケット無線システム。
【請求項１４】
　無線リソース制御プロトコルＲＲＣが無線リソースの管理のために使用される請求項１
１～１３の何れか一項に記載のパケット無線システムにおいて、
　前記パケット無線システムのパケット無線ネットワークは、移動局へのＲＲＣシグナリ
ングにより前記 を決定するように構成され及び
　前記移動局と前記パケット無線ネットワークは、ＰＤＣＰエンティティ又はＲＬＣエン
ティティのようなデータリンクエンティティに前記チェックの実行を命令するように構成
されることを特徴とするパケット無線システム。
【請求項１５】
　少なくとも第１部分と第２部分がパケットから分離されるパケット交換データを転送す
る手段と、受信データの誤りを検出する手段と、を備える移動局において、
　誤りの状況で前記第１部分と第２部分の処理に適用する条件を接続設定期間中に選択す
る手段と、
　受信した前記第１部分及び／又は第２部分で検出された誤りに応じて、前記条件が、該
第１部分及び／又は第２部分を上位プロトコル層に伝送することを許すかどうかをチェッ
クする手段と、
　伝送を許可する前記条件に応じて、前記上位プロトコル層に前記第１部分及び／又は第
２部分の伝送を行う手段と、をさらに備えることを特徴とする移動局。
【請求項１６】
　少なくとも第１部分と第２部分がパケットから分離されるパケット交換データを転送す
る手段と、受信データの誤りを検出する手段と、を備えるネットワーク構成要素において
、
　誤りの状況で前記第１部分と第２部分の処理に適用する条件を接続設定期間中に選択す
る手段と、
　受信した前記第１部分及び／又は第２部分で検出された誤りに応じて、前記条件が、該
第１部分及び／又は第２部分を上位プロトコル層に伝送することを許すかどうかをチェッ
クする手段と、
　伝送を許可する前記条件に応じて、前記上位プロトコル層に前記第１部分及び／又は第
２部分の伝送を行う手段と、をさらに備えることを特徴とするネットワーク構成要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特にＩＰ（インターネット・プロトコル）パケット伝送におけるデータ誤り
検査のやり方と誤ったデータの処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　急速に進展しつつあるＩＰ技術は、従来のインターネットデータ転送を超えて多様化し
たＩＰベースのアプリケーションの利用分野を広げている。ＩＰベースの電話アプリケー
ションは、特に急速に発展してきており、このため呼の転送経路の増え続ける部分はＩＰ
技術を利用して実現可能である。移動通信ネットワークは、ＩＰ技術が多くの利点を供給
すると期待される分野を特に形成する。これは、種々のＩＰベースの音声アプリケーショ
ンを使用して提供されるであろう従来の音声サービスに加えて、典型的にはパケット交換
ＩＰベースサービスとして実現されるのが最も有益である、インターネット閲覧や電子メ
ールサービスのような多様化したデータサービスを移動通信ネットワークは、ますます提
供しつつあるからである。従って、移動通信システムのプロトコルに適合するＩＰ層を、
オーディオ／ビデオサービスと各種データサービスの両方を提供するのに使用できる。
【０００３】
　ＩＰ層はネットワーク層で誤りなしの転送を提供することは保証していないが、転送の
信頼度は上位のＴＣＰ（トランスポート制御プロトコル）層で達成される。ＴＣＰはパケ
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ットの確認応答と再送に対して責任を負っている。しかし、ＴＣＰは遅延が決定的となる
リアルタイムアプリケーションの要件を満足しない。リアルタイムアプリケーションは典
型的にはオーディオ及びビデオデータを転送するＵＤＰ（ユーザデータグラムプロトコル
）を用いる。ＵＤＰは再送と確認応答のための追加の遅延を何も生じないが、信頼度の高
い接続も提供しない。パケット交換ネットワークで伝送されるオーディオ／ビデオフロー
はパケットに形成されＵＤＰを使用してＲＴＰ（リアルタイムトランスポートプロトコル
）により同期がとられる。種々の誤り検査方式が、物理層に対して、特に無線インタフェ
ースで転送されるデータに対して考案されている。よく使用される誤り検査方式は、ＣＲ
Ｃ（巡回冗長検査）であり、これは特定のタイプの伝送誤りを検出できる。
【０００４】
　本出願では、用語「ペイロード」は使用されるアプリケーションに実質的に役に立つデ
ータに対して用いられ、また「ヘッダーフィールド」はアプリケーションのデータ転送を
処理する低位層によりペイロードに付加されるフィールドに対して用いられる。音声アプ
リケーションでは、ペイロードは、例えば音声サンプルと制御データから成り、ネットワ
ーク層でのヘッダーフィールドは、例えばＲＴＰ，ＵＤＰ及びＩＰヘッダフィールドであ
る。転送すべきデータのペイロードが必要とするものは、特に誤り許容度に関して、
ヘッダーフィールドのそれとは異なっている。ヘッダーフィールドでのある誤りは、パケ
ットがヘッダーフィールドの復元 (decompress)ではまだ有用かもしれないけれども、その
パケットを正しい受信者に伝送できないということを意味する。これに対して、誤りがペ
イロードにある場合は、パケットは画像又は音声を生成するリアルタイムアプリケーショ
ンに対して多分有用であろう。しかし、誤ったデータパケットは、それが有用であろうと
も、典型的には廃棄される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って本発明の目的は上記問題を解決できる方法を提供することである。その方法の目
的は独立請求項で述べられていることを特徴とする方法、パケット無線システム，移動局
及びネットワーク要素により達成される。本発明の好適実施例は従属請求項に開示されて
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の基礎となる考え方は、少なくとも 2つの部分、第１部分と第２部分がパケット
から分離されるということ、及び誤りの状況でパケットを処理する条件が決定されるとい
うことである。その条件に基づいて、パケットの第１部分及び／又は第２部分を上位層に
伝送することが可能かもしれない。
【０００７】
　本発明の解決策の利点は、誤りの位置により、パケット又はその部分が異なって処理さ
れる場合があるということである。このことはまた、条件でそのように指定されている場
合は、誤ったパケットを完全に又は部分的に上位層に伝送することを可能する。
【０００８】
　本発明の好適実施例によれば、第１部分はヘッダーフィールドからなり、第２部分はペ
イロードからなる。これにより，融通の利く条件を、誤りのあるペイロード及び／又はヘ
ッダーフィールドを備えるパケットを処理するために作成することが出来る。さらに、ア
プリケーションでは、誤ったペイロード、あるいは復元では、誤ったヘッダーフィールド
さえも使用することが可能である。
【０００９】
　本発明の好適実施例によれば、ＩＰパケットの第１部分は、第２部分とは異なる論理接
続で伝送される。これにより誤りが第１部分にあるか第２部分にあるかが容易に検出でき
る。「論理接続」は、移動局とパケット無線ネットワークとの間のデータ転送のためにデ
ータリンク層Ｌ２により提供される接続を示す。
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【００１０】
　本発明の更なる実施例によれば、パケット無線ネットワークから移動局にシグナリング
する無線リソース制御層により命令が決定される。これの利点は、移動局はどのようにし
てパケットを処理すべきか、またそれにより、前よりさらに正確に提供されるべきデータ
転送サービスの品質レベルを知るべきかを、ネットワークが決定できるようになることで
ある。
【００１１】
　以下に、好適実施例に関して添付図面を参照して本発明を詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に、ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動通信システム）とＩＰパケットの転送に関連して
一例として本発明を説明する。しかし、本発明はＩＰデータの転送に限定されず、任意の
パケット交換通信システムに適用可能である。本発明の方法は、例えば、ＧＥＲＡＮ（Ｇ
ＳＭ／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク）のような第２世代移動通信システムとして周
知のシステムの更なる改良のためのプロジェクトに適用されることが有益である。
【００１３】
　図 1は本発明を説明するのに必須のＵＭＴＳシステムブロックのみを含んでいるが、従
来の移動通信システムもまた本明細書で説明する必要のない他の機能や構成要素を含むこ
とが明らかなことは当業者ならわかるであろう。移動通信システムの主要部分は、移動通
信システムの固定ネットワークを形成するコアネットワークＣＮとＵＭＴＳ地上無線アク
セスネットワークＵＴＲＡＮ、移動局又はユーザー装置ＵＥである。ＣＮとＵＴＲＡＮの
間のインタフェースはＩｕと呼ばれ、ＵＴＲＡＮとＵＥの間のインタフェースはＵｕと呼
ばれる。
【００１４】
　ＵＴＲＡＮは典型的には複数の無線ネットワークサブシステムＲＮＳを備え、サブシス
テム間のインタフェースはＩｕｒ（図示せず）と呼ばれる。ＲＮＳは 1つの無線ネットワ
ークコントローラＲＮＣと 1つ以上の、ノードＢとも呼ばれる基地局ＢＳとから成る。Ｒ
ＮＣとＢＳの間のインタフェースはＩｕｂと呼ばれる。基地局は典型的には無線経路の実
現に責任を負い、無線ネットワークコントローラＲＮＣは少なくとも次のことを管理する
。すなわち、無線リソース管理、セル間ハンドオーバ、電力調整、タイミングと同期及び
ユーザー装置のページングである。
【００１５】
　コアネットワークＣＮは、移動通信システムに属しかつＵＴＲＡＮの外部にある基幹施
設である。コアネットワークでは，移動交換局／ビジタ位置レジスタ３Ｇ－ＭＳＣ／ＶＬ
Ｒがホーム位置レジスタＨＬＲに接続される。またインテリジェントネットワークのサー
ビス制御点ＳＣＰにも接続されることが好ましい。ホーム位置レジスタＨＬＲとビジタ位
置レジスタＶＬＲは移動局に関する情報を備えている。すなわち、ホーム位置レジスタＨ
ＬＲは、移動通信ネットワークの全ての加入者とそれらの加入するサービスに関する情報
を備え、またビジタ位置レジスタＶＬＲは，特定の移動交換局ＭＳＣの領域を訪れる移動
局に関する情報を備えている。パケット無線システムのサービングノード３Ｇ－ＳＧＳＮ
（サービングＧＰＲＳサポートノード）への接続は、インタフェースＧｓ’を介して形成
され、固定電話網ＰＳＴＮ／ＩＳＤＮへの接続はゲートウェイ移動交換局ＧＭＳＣ（ゲー
トウェイＭＳＣ、図示されない）を介して形成される。移動交換局３Ｇ－ＭＳＣ／ＶＬＲ
とサービングノード３Ｇ－ＳＧＳＮの両方から無線ネットワークＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ地
上無線アクセスネットワーク）への接続はインタフェースＩｕを介して設定される。ＵＭ
ＴＳは、コアネットワークが例えばＧＳＭのコアネットワークと同一でもよいように設計
され、この場合には全体のネットワーク基幹施設を再構築する必要は無いということに注
意のこと。
【００１６】
　従って、ＵＭＴＳは、ＧＳＭネットワークに接続されたＧＰＲＳシステムにより大部分
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は実現されるパケット無線システムから成り、このことはネットワーク構成要素の名称に
関してＧＰＲＳシステムを参照する理由の説明になる。ＵＭＴＳパケット無線システムは
、複数のゲートウェイ及びサービングノードを備えてもよく、いくつかのサービングノー
ド３Ｇ－ＳＧＳＮは典型的には１つのゲートウェイノード３Ｇ－ＧＧＳＮに接続される。
サービングノード３Ｇ－ＳＧＳＮは，移動局からデータパケットを送信及び受信するため
、またそのサービス領域内の移動局の位置を監視するため、パケット無線接続のできる移
動局を検出する責任を負っている。さらに、サービングノード３Ｇ－ＳＧＳＮはインタフ
ェースＧｒを介してホーム位置レジスタＨＬＲと接触している。パケット無線サービスに
関係しかつ加入者特定パケットデータプロトコルコンテンツを備えるデータレコードもホ
ーム位置レジスタＨＬＲに格納される。
【００１７】
　ゲートウェイノード３Ｇ－ＧＧＳＮはＵＭＴＳネットワークパケット無線システムと外
部データネットワークＰＤＮ（パケットデータネットワーク）との間のゲートウェイとし
ての機能を果たす。外部データネットワークとしては、別のネットワークオペレータのＵ
ＭＴＳ又はＧＰＲＳネットワーク、インターネット、Ｘ２５ネットワーク又は私設ローカ
ルエリアネットワークが挙げられる。ゲートウェイノード３Ｇ－ＧＧＳＮはインタフェー
スＧｉを介して前記データネットワークと通信する。ゲートウェイノード３Ｇ－ＧＧＳＮ
とサービングノード３Ｇ－ＳＧＳＮの間で伝送されるデータパケットはゲートウェイトン
ネリングプロトコルＧＴＰにより常にカプセル化される。ゲートウェイノード３Ｇ－ＧＧ
ＳＮはまた、移動局のために起動されたＰＤＰ（パケットデータプロトコル）コンテキス
トのアドレスと、その経路制御情報すなわち３Ｇ－ＳＧＳＮアドレスも備える。従って、
経路制御情報はデータパケットを外部データネットワークとサービングノード３Ｇ－ＳＧ
ＳＮとの間で接続するのに使用される。ゲートウェイノード３Ｇ－ＧＧＳＮとサービング
ノード３Ｇ－ＳＧＳＮの間のネットワークは、ＩＰプロトコル、好ましくはＩＰｖ６（イ
ンターネットプロトコル、バージョン６）を使用する。
【００１８】
　図２ａと図２ｂは、ＵＭＴＳにより提供されるパケット無線サービスで制御シグナリン
グ（制御プレーン）とユーザーデータの伝送（ユーザープレーン）に使用されるＵＭＴＳ
プロトコルスタックを示す。図２ａは移動局ＭＳとコアネットワークＣＮの間の制御シグ
ナリングに使用されるプロトコルスタックを示す。移動局ＭＳの移動管理ＭＭ、呼制御Ｃ
Ｃ及びセッション管理ＳＭは、移動局ＭＳとコアネットワークＣＮの間で最上位のプロト
コル層でシグナリングされるが、これは、それらの間に位置する基地局ＢＳと無線ネット
ワークコントローラＲＮＣがこのシグナリングにトランスペアレントであるようにして行
われる。移動局ＭＳと基地局ＢＳ間の無線リンクの無線リソース管理は無線ネットワーク
コントローラＲＮＣから基地局ＢＳに制御データを送信する無線リソース管理システムＲ
ＲＭによって実行される。移動通信システムの一般的管理に関連するこれらの機能は、コ
アネットワークプロトコル（ＣＮプロトコル）と呼ばれ、また非アクセス層として知られ
る１つのグループを形成する。
【００１９】
　同様に、移動局ＭＳ、基地局ＢＳ及び無線ネットワークコントローラＲＮＣの間の無線
ネットワーク制御に関連するシグナリングは、無線アクセスネットワークプロトコル（Ｒ
ＡＮプロトコル）と呼ばれるプロトコル層、すなわちアクセス層で実行される。これらは
最下位レベルの転送プロトコルを含むが、その制御シグナリングは、さらなる処理のため
上位レベルに転送される。上位アクセス層の最も重要なものは、移動局ＭＳと無線ネット
ワークＵＴＲＡＮの間の無線リンクを例えば確立，設定，維持及び解放する責任を負い、
またコアネットワークＣＮと無線アクセスネットワークＲＡＮから移動局ＭＳに制御情報
を送信する責任を負う。さらに、接続が確立又は設定される場合、無線リソース制御プロ
トコルＲＲＣは無線リソース管理システムＲＲＭの指示により低位レベル１及び２で使用
すべきパラメータを決定する。
【００２０】
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　ＵＭＴＳパケット交換ユーザーデータは図２ｂに示されるプロトコルスタックを使用し
て伝送される。無線ネットワークＵＴＲＡＮと移動局ＭＳの間のインタフェースＵｕで、
物理層Ｌ１の低位レベルのデータ伝送がＷＣＤＭＡ又はＴＤ－ＣＤＭＡプロトコルにより
行われる。物理層の上のＭＡＣ層は、物理層とＲＬＣ (無線リンク制御 )層の間でデータパ
ケットを伝送し、ＲＬＣ層は様々な論理接続の無線リンクの管理を処理する。ＲＬＣの機
能は、例えば、送信するデータを１つ以上のＲＬＣデータパケットへ分割することを含む
。ＲＬＣ上部のＰＤＣＤ層のデータパケット（ＰＤＣＰ－ＰＤＵ）のヘッダフィールドは
オプションとして圧縮することができる。データパケットは分割されてデータ伝送に必須
のアドレス指定及び誤り検出情報を付加されたＲＬＣフレームで伝送される。ＲＬＣ層は
ＰＤＣＰ層にＱｏＳ（サービス品質）を決定するというオプションを提供し、また確認応
答伝送では (別の伝送形態はトランスペアレントな非確認応答伝送である )、損傷したフレ
ームの再送も処理する、すなわち誤り訂正も実行する。ＰＤＣＰ，ＲＬＣ及びＭＡＣはデ
ータリンク層を形成する。サービングノード３Ｇ－ＳＧＳＮは、無線アクセスネットワー
クＲＡＮを介して移動局ＭＳからくるデータパケットをさらに正しいゲートウエイノード
３Ｇ－ＧＧＳＮへと経路制御する責任を負う。この接続は、コアネットワークを介して伝
送するために、全てのユーザーデータとシグナリングをカプセル化しかつトンネリングす
るトンネリングプロトコルＧＴＰを使用する。ＧＴＰプロトコルはコアネットワークによ
って使用されるＩＰの上で動作する。
【００２１】
　論理接続は、典型的には、一方では移動通信ネットワークへのアプリケーション層デー
タフローの伝送を提供するコンバージェンスエンティティに、また他方ではＲＮＣのコン
バージェンスエンティティに割当てられ、この論理接続は、ＩＰパケットを物理層に転送
するのに使用される。第３世代移動通信システムＵＭＴＳの規格によれば、パケットデー
タコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）層のエンティティはデータフローを転送する
１つの無線リンク制御（ＲＬＣ）層の接続を常に使用する。ＲＬＣ接続、従って論理接続
が割当てられている場合、例えば接続のサービスレベルの品質はＲＲＣの指示により選択
される。
【００２２】
　本発明によれば、少なくとも第１部分と第２部分をパケットから分離できる。受信側で
検出された誤りにより、これらの部分を異なって処理できる。本発明の好適実施例によれ
ば、第１部分はヘッダフィールドからなり、第２部分はペイロードからなり、これにより
必要な場合には誤ったペイロード又は誤ったヘッダフィールドもまた利用可能となる。以
下に述べる実施例では、分割は具体的にはペイロードとヘッダフィールドに基づくが、本
発明の範囲はこれに限定されない。分割を行う別の方法、例えば、異なるシグニフィカン
ス (significance)を有するペイロードビットは異なって処理される部分を形成してもよい
。
【００２３】
　図３は別個の接続がペイロードとヘッダフィールドに割当てられる、本発明によるシス
テムのＲＬＣ及びＰＤＣＰ層を示す。ＰＤＰコンテキストそれぞれに、１つのＰＤＣＰエ
ンティティが割当てられる。送信ＰＤＣＰと受信ＰＤＣＰは、送信すべきデータパケット
を圧縮し、受信したデータパケットを復元する圧縮器―復元器対を通常含んでいる。各Ｐ
ＤＣＰエンティティは１つ以上のヘッダフィールド圧縮アルゴリズムを使用してもよく、
あるいは必ずしも何も使用しない。
【００２４】
　ＰＤＣＰエンティティは複数のＲＬＣエンティティにマッピングされ、これにより複数
の論理接続ＬＣ１－ＬＣ２を１つのＰＤＣＰエンティティに提供できる。個別の論理接続
が少なくともペイロードとヘッダフィールドに割当てられることが好ましい。ペイロード
とヘッダフィールドは送信すべきＩＰパケットから分離され、圧縮された後、それぞれの
論理接続ＬＣ１－ＬＣ２で伝送される。これはＰＤＣＰエンティティがペイロードとヘッ
ダフィールドのための異なる特性のそれぞれの論理接続を使用できるようにする。さらに
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、ＰＤＣＰは圧縮状態に基づいて、例えば複数の異なる論理接続を使用して、ヘッダフィ
ールドを伝送することができる。ペイロードもまた複数の異なる論理接続を使用して、転
送することができる。
【００２５】
　図４は、異なる論理接続が、転送されるペイロードとヘッダフィールドの誤りを監視す
るのに使用される、本発明の好適実施例による方法を示す。上位のコアネットワークプロ
トコルは、移動局ＵＥとＵＭＴＳネットワークの間のＰＤＰコンテキストを起動する。論
理接続はペイロードとヘッダフィールドに割当てられ、関連するパラメータがＲＲＣプロ
トコルエンティティ間で決定される。ペイロード用に決定されたパラメータはヘッダフィ
ールド用のパラメータとは異なる。例えば、ヘッダフィールド用には、より信頼度の高い
接続が割当てられる。
【００２６】
　ペイロードとヘッダフィールドで検出された誤りを処理するために、論理接続の割当て
期間中に、好ましくはＲＲＣシグナリングにより条件が決定される（４００）。その条件
は、誤ったペイロード及び／又はヘッダフィールドを上位プロトコル層に伝送するかどう
かを決定する。以下に様々な条件をリストアップするが、本発明の範囲はこれらに限定さ
れない。
　１．ヘッダフィールドに誤りがある場合　→　ヘッダフィールド又はペイロードを上位
　　層に伝送しない。
　２．ヘッダフィールドに誤りがある場合　→　ヘッダフィールドに誤り表示を与えて伝
　　送しかつペイロードを伝送する。
　３．ヘッダフィールドに誤りがある場合　→　ヘッダフィールドに誤り表示を与えて伝
　　送するが、ペイロードは伝送しない。
　４．ペイロードに誤りがある場合　→　ヘッダフィールド又はペイロードを伝送しない
　　。
　５．ペイロードに誤りがある場合　→　ヘッダフィールドは伝送するが、ペイロードは
　　伝送しない。
　６．ペイロードに誤りがある場合　→　ヘッダフィールドとペイロードに誤り表示を与
えて伝送する。
　７．ヘッダフィールドとペイロードに誤りがある場合　→　ヘッダフィールド又はペイ
　　ロードを伝送しない。
　８．ヘッダフィールドとペイロードに誤りがある場合　→　ヘッダフィールドに誤り表
　　示を与えて伝送するが、ペイロードは伝送しない。
　９．ヘッダフィールドとペイロードに誤りがある場合　→　ヘッダフィールドとペイロ
　　ードに誤り表示を与えて伝送する。
【００２７】
　誤り表示はオプションでもよく、これはオプションの数を増加させる。換言すれば、Ｒ
ＮＣから移動局ＵＥへのＲＲＣシグナリングを、特定のデータリンク層で適用すべき条件
をシグナリングするのに使用でき、その条件は上記条件１～９であることが好ましい。与
えられた条件により、ＲＲＣエンティティは、その条件が満たされるように、ＰＤＣＰエ
ンティティデータ及び／又はＲＬＣエンティティデータの転送に関連したパラメータを設
定する。これにより、ネットワークはデータを処理する際に移動局の動作に影響を与える
ことができる。別の可能な追加の条件は、ペイロード及び／又はヘッダフィールドの上位
層への伝送が、適用される圧縮方法に依存するということである。すなわち、例えばＲＯ
ＨＣ（ロバスト（ｒｏｂｕｓｔ）ヘッダ圧縮）を使用して圧縮された誤りのあるパケット
は上位層に伝送されるのに対して、ＲＦＣ２５０７により圧縮されたパケットは伝送され
ない。パケットの上位層への伝送に関する決定が復元の成功に基づいて行われるように条
件をさらに指定してもよい。それぞれ特定の場合に適用すべき条件を、例えばアプリケー
ション又は圧縮の必要性により動的に決定してもよい。必要な場合、例えば使用している
サービスの特性の変更が原因で、論理接続期間中にＲＲＣシグナリングにより条件を変更
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してもよく、変更される条件はデータリンク層のパラメータを変更することにより実現さ
れる。
【００２８】
　伝送すべきＩＰパケットが存在する場合（４０１）、伝送すべきパケットのヘッダフィ
ールドとペイロードはコンバージェンスエンティティＰＤＣＰで分離される（４０２）。
ヘッダフィールドは、ＩＥＴＦのＲＯＨＣ又はＲＦＣ２５０７によるアルゴリズムのよう
な所定の圧縮アルゴリズムと圧縮コンテキストを使用してヘッダフィールドを圧縮しても
よい。ＰＤＣＰはペイロードとヘッダフィールドを、それらに割当てられた論理接続を使
用して伝送する。
【００２９】
　データの受信時に、誤り検査を受信データについて行う（４０４，４０５）。そのよう
な誤り検査は、任意の方法、例えばＣＲＣを使用して行うことができる。使用の可能性の
ある、部分的に類似の別の方法としては、チェックサム、パリティチェック及び畳み込み
符号化による検査の使用が挙げられる。ＵＭＴＳの場合と同様、データユニットでの誤り
を、物理層Ｌ１で行われるＣＲＣに基づいて検出して上位層に知らせてもよい。誤り表示
をデータユニットの中に配置してもよく、あるいは別個のリンクでデータユニットに伝送
してもよい。１つの及び同じＩＰパケットのヘッダフィールドとペイロードに誤りが無い
場合には、それらを上位層に伝送できる（４０６）。ペイロードかヘッダフィールドに誤
りが有る場合には、所定（４００）の条件をチェックする。条件が許せば、ペイロード及
び／又はヘッダフィールドは上位層に伝送される（４０８）。条件が、ヘッダフィールド
とペイロードを廃棄することを指示してもよい（４０９）。換言すれば、誤りが１つの及
び同じパケットのペイロードに、あるいはそのヘッダフィールドに又はその両方にあるか
どうかによって、適用すべき条件を決定する。例えば、ヘッダフィールドを備えるデータ
ユニットで検出された誤りは、ペイロードを備えかつ同じく廃棄すべき同じＩＰパケット
に属する誤りの無いデータユニットを生ずる場合もある。前述のとおり、誤り表示はペイ
ロードとヘッダフィールドを上位層に伝送する前にそれらに付加される。これは、誤った
パケットを、例えばヘッダフィールドの復元やリアルタイムアプリケーションに使用可能
とする。条件がヘッダフィールドの上位層への伝送（４０８又は４０９）を止めても、ヘ
ッダフィールドを復元に使用できる。このため条件は別個の、追加の条件で与えられる場
合もある。例えば、条件１は、ヘッダフィールドを上位層に伝送せず、廃棄する前に復元
に使用すると規定してもよい。
【００３０】
　図３とは異なり、ペイロードとヘッダフィールドは分離され（４０２）、ＰＤＣＰ以外
の何か他の層の別個の論理接続で伝送されてもよい。例えば、その動作はＲＬＣにより、
あるいはＰＤＣＰより上又は下の新しい層で行われてもよい。ペイロードのあるものはヘ
ッダフィールドに割当てられた論理接続を使用して、あるいはこの逆で伝送されるかもし
れない。
【００３１】
　本発明の好適実施例によれば、ＰＤＣＰ層は誤ったデータユニットを廃棄しかつ所定の
条件（４００）によりそれらを上位層に伝送する責任を負う。ＰＤＣＰエンティティの確
立に関連して、ＲＲＣエンティティはパラメータを決定して所定の条件を満たすことを可
能にする。ＲＬＣ層により提供される論理接続のデータユニットの誤り表示に基づいて、
ペイロードを備える、誤ったデータユニットとヘッダフィールドを備える誤ったデータユ
ニットをＰＤＣＰは検出する。例えば，ＰＤＣＰがペイロードで誤りを検出すると、それ
は同じＩＰパケットに属しているヘッダフィールドで誤り検査を行う。条件が許せば、ペ
イロードとヘッダフィールドは部分的にあるいは全体的に合成され、そのようにして得ら
れたＩＰパケットは上位層に伝送される。必要な場合、ＰＤＣＰエンティティは取り決め
た圧縮アルゴリズムと圧縮コンテキストにより受信したヘッダフィールドを復元する。誤
りは、例えばＲＯＨＣによる、ＣＲＣ検査に基づいてＰＤＣＰ層で検出可能であることに
注意のこと。

10

20

30

40

50

(9) JP 3892811 B2 2007.3.14



【００３２】
　本発明の第２実施例によれば、ＲＬＣ層はデータユニットを廃棄するか又はＲＲＣエン
ティティによって設定された条件（４００）により上位層に伝送する責任を負う。ヘッダ
フィールドの転送よりもむしろペイロードの転送が種々のＲＬＣエンティティにより行わ
れるので、ＲＬＣエンティティが誤ったデータユニットを伝送するかどうかをＲＲＣは単
に決定できるだけである。条件が許せば、ペイロード及び／又はヘッダフィールドはＰＤ
ＣＰ層に伝送される。ヘッダフィールドとペイロードは合成されて完全なＩＰパケットと
して上位レベルに伝送される。条件はヘッダフィールドのＰＤＣＰ層への伝送を規定する
（条件３，５及び８）だけかもしれない。これによりＰＤＣＰは次にヘッダフィールドを
復元で使用することができる。
【００３３】
　本発明の第３実施例によれば、ＰＤＣＰとＲＬＣの両方とも誤ったデータの廃棄か転送
に関与する。例えば、ペイロードを備える論理接続に責任を負うＲＬＣエンティティは、
誤ったペイロードを廃棄するか又は転送するように構成される。しかし、ＰＤＣＰは、ペ
イロードに対して利用可能な３つの選択肢（ＲＬＣ層ですでに廃棄か、誤り無しか又は誤
ったか）及びヘッダフィールドの正確さに基づいて、ヘッダフィールド及び／又はペイロ
ードの伝送に関して最終決定する場合がある。
【００３４】
　図３の場合とは異なり、ＰＤＣＰエンティティのそれぞれに対してただ１つのＲＬＣエ
ンティティが存在するように本発明を実現してもよく、これは図５に示されている。ペイ
ロードとヘッダフィールドは両方とも１つの論理接続を使用して伝送され、次にペイロー
ド及び／又はヘッダフィールドの誤りは上述したのとは異なるあるやり方でローカライズ
される。送信ＰＤＣＰエンティティは、伝送すべきＩＰパケットのペイロードとヘッダフ
ィールド間の境界を、さらにもっと下位の層を使用することにより受信ＰＤＣＰエンティ
ティに知らせることが好ましい。復元の成功は、ヘッダフィールドに誤りがあるかどうか
を識別しまた関係しているパケットを上位層に伝送すべきかどうかを決定するのに使用さ
れることもまた可能である。ヘッダフィールド及び／又はペイロードで誤りが検出された
場合、条件がチェックされ、処理が図４に従って続く（４０５～４０９）。例えば、誤っ
たとして示されたパケットの復元が成功すれば、誤りはペイロードにあると解釈され、パ
ケットは上位層に伝送される。
【００３５】
　本発明の好適実施例によれば、さまざまな条件が、論理接続を提供するＲＬＣよりも移
動局に対して決定される。換言すれば、ＲＮＣはそれが指示するもの以外のさまざまな条
件をＲＲＣシグナリングを使用してＵＥに適用する。例えば、ヘッダフィールドに誤りが
ある場合でも、少なくともペイロードは移動局の上位層に伝送すべきであるということを
条件は規定するかもしれない。これに反して、ＲＮＣの条件は、ヘッダフィールドに誤り
があるなら、パケット全体の廃棄を必要とする場合がある。このことは、以前よりもよく
注意を必要なパケットの伝送に集中できるが、それは誤ったヘッダフィールドを含むＩＰ
パケットは他のネットワークに送信する価値は無いが、その反面、誤ったパケットでもＵ
Ｅアプリケーションにとっては有用であるからである。
【００３６】
　本発明は移動局及び無線ネットワークコントローラＲＮＣのソフトウェアにより、それ
らのプロセッサ、メモリ及びインタフェースを使用して実現される。ハードウエアの解決
策も同様に利用してもよい。
【００３７】
　技術の進展につれて、本発明の基本的概念はさまざまな方法で実現できることは当業者
には明らかである。例えば、発明の概念は、パケットから第１部分と第２部分を分離でき
る任意のヘッダ圧縮方法で利用されてもよい。そのようなヘッダ圧縮方法の１つの例はＲ
ＯＨＣである。従って、本発明とその実施例は前述の例に限定されないが、特許請求の範
囲内で変わってもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１はＵＭＴＳの構成の概略を示すブロック図を示す図である。
【図２ａ】図２ａはＵＭＴＳパケットデータサービスの制御シグナリング及びユーザーデ
ータ伝送のためのプロトコルスタックを示す図である。
【図２ｂ】図２ｂはＵＭＴＳパケットデータサービスの制御シグナリング及びユーザーデ
ータ伝送のためのプロトコルスタックを示す図である。
【図３】図３は本発明の好適実施例によるシステムのＲＬＣ及びＰＤＰＣ層を示す図であ
る。
【図４】図４は本発明の好適実施例による方法を示すフローチャートを示す図である。
【図５】図５は本発明の好適実施例によるシステムのＲＬＣ及びＰＤＰＣ層を示す図であ
る。

10

【 図 １ 】 【 図 ２ ａ 】

(11) JP 3892811 B2 2007.3.14



【 図 ２ ｂ 】 【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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